
保  守  契  約  書

支出負担行為担当官 中部森林管理局長 佐伯 知広 （以下「甲」という。）と○○（以

下「乙」という。）とは、下記の条項により土木ＣＡＤ（ＥＸ－ＴＲＥＮＤ武蔵）（以下「土木

ＣＡＤ」という。）の保守業務契約を締結したのでその証として本書２通を作成し、双方記名押

印のうえ、各自１通を保有する。

契 約 条 項

（契約の目的）

第１条   この契約は、乙が土木ＣＡＤを常時正常な状態で使用し得るように保守を行い、甲

がこれに対して保守料金を乙に支払うことを目的とする。

（契約期間）

第２条      契約期間は、令和８年４月１日から令和９年３月 31日までとする。

（契約対象物件）

第３条   契約対象物件及び設置場所は、別紙「仕様書２」のとおりとする。 

（契約金額）

第４条   契約金額は下記のとおりとする。

金 ○○円

（うち消費税及び地方消費税額 金 ○○円）

（保守金額の請求）

第５条   乙は、令和８年度末において甲の指定する職員の確認を受けて、保守料金

（含む「消費税及び地方消費税額」）を甲に請求する。

（保守料金の支払い）

第６条   甲は、乙が提出する適法な支払請求書を受理した日から起算して 30 日以内    

（以下「約定期間」という。）に料金を支払わなければいけない。

                          

（遅延利息）

第７条    乙は、甲が自己の責に帰すべき事由により第６条に定める期間内に契約金額     

の支払いを行わなかった場合は、支払いの日までの日数に応じ、この契約の締結日

における政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和 24年法律第 256号）第８条



第 1 項の規程に基づき財務大臣が決定する率で計算した額の遅延利息を甲に請求す

ることができる。

       ２   前項により、計算した遅延利息金額の 100円未満の端数は切り捨てるものとする。

３ 前２項の場合において、支払い遅延が天災等やむを得ない理由によるときは、    

当該理由の継続する期間は、これを約定期間に算入せず、又、遅延利息を支払う日

数に計算しない。

（保守内容）

第８条  保守内容は別紙「仕様書１」のとおりとする。

（機密の保持）

第９条  乙はこの契約の履行に当たって知り得た甲の業務上の機密を外部へ漏らした   

り、又は他の目的に利用してはならない。

（保守料金の改定）

第 10 条  法令の制定もしくは改廃又は、予期することができない理由に基づく経済情     

勢の激変等により、保守及び消耗品等料金が著しく不適当であると認められる場合

は、甲乙協議して変更できるものとする。

（契約の解除）

第 11 条  甲又は乙は、原則として 90 日前に文書によって相手方に通知することにより、この

契約を解約することができる。

       ２   甲又は乙は、相手方が正当な理由なくしてこの契約の条項に違反したときは、文書

によって相手方に通告し、この契約を解約することができる。

(談合等の不正行為に係る解除)

第 12条     甲は、この契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、 何らの催告を要せ

ず、契約の全部又は一部を解除することができる。

        (１) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取            

引の確保に関する法律(昭和 22年法律第 54号。以下「独占禁止法」という。) 第７

条又は第８条の２(同法第８条第１号又は第２号に該当する行為の場合に限る。) の

規定による排除措置命令を行ったとき、同法第７条の２第１項(同法第８条の３にお

いて読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又

は同法第７条の２第 18 項若しくは第 21 項の規定による課徴金の納付を命じない旨

の通知を行ったとき。

        (２)  乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使             

用人を含む。)が刑法（明治 40 年法律第 45 号）第 96 条の６若しくは第 198 条又は

独占禁止法第 89 条第１項若しくは第 95 条第１項第１号の規定による刑の容疑によ

り公訴を提起されたとき。



       ２   乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、          

速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。

(談合等の不正行為に係る違約金)

第 13条  乙は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が前条により契          

約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の 100分の 10に相当す

る額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。

        (１) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第７条又は第８            

条の２(同法第８条第１号又は第２号に該当する行為の場合に限る。)の規定によ

る排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。

       （２） 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第７条の２第１            

項(同法第８条の３において読み替えて準用する場合を含む。) の規定による課徴

金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。

       （３） 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第７条の２第 18項又は

第 21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。

        (４)  乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使             

用人を含む。)に係る刑法第 96条の６若しくは第 198条又は独占禁止法第 89条第

１項若しくは第 95条第１項第１号の規定による刑が確定したとき。

       ２ 乙は、前項第４号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当すると          

きは、前項の契約金額の 100 分の 10 に相当する額のほか、契約金額の 100 分の５に

相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。

        (１) 前項第２号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第７条の２第７項

の規定の適用があるとき。

       （２）前項第４号に規定する刑に係る確定判決において、乙又は乙の代理人(乙又           

は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が違反行為の首謀者

であることが明らかになったとき。

       （３）乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を           

提出しているとき。

       ３ 乙は、契約の履行を理由として、前二項の違約金を免れることができない。

       ４ 第１項及び第２項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過          

する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。

５ 乙が第１項及び第２項の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、

当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、民法第 404条第４項に

規定する各期における法定利率を乗じて計算した額の遅延利息を甲に支払わなけれ

ばならない。

（契約外事項）

第 14 条 甲・乙双方は、信義をもって誠実にこの契約を履行するものとし、この契約          

に定めのない事項については、必要に応じて甲・乙協議のうえ決定するものとする。



（特約事項）

第 15条   別紙のとおり

令和８年４月１日

             甲   長野県長野市大字栗田 715－５

                     支出負担行為担当官

                       中部森林管理局長  佐伯 知広           印

             乙    ○○

          ○○

                      ○○                              印
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土木ＣＡＤ（ＥＸ－ＴＲＥＮＤ武蔵）保守業務 

仕様書１ 

○保守内容○ 

 

１ 土木ＣＡＤシステム等の交換について 

・プロテクト及びプログラム（ＣＤ又はＤＶＤ、ダウンロード提供）・マニュア

ルの破損は無償で交換すること。 

 

２  プログラム・マニュアルの変更等について 

・プログラムがバージョンアップした場合は、無償でプログラム（ＣＤ又はＤＶ

Ｄ、ダウンロード提供）及びマニュアルを提供すること。 

 

３ サポートについて 

・操作方法及び操作等のトラブルが発生した場合は無償で対応すること。 

 

４ その他必要に応じて情報提供について 

    ・土木ＣＡＤ(EX-TREND 武蔵)に関する情報等を提供すること。 

 

   



仕様書２
中部森林管理局　計 中部森林管理局　森林整備課 6 保全課 中部森林管理局　北信森林管理署 7 中部森林管理局　東信森林管理署 3 中部森林管理局　中信森林管理署 8

91 380-8575 長野県長野市大字栗田715-1 1 長野県飯山市飯山1090-1 384-0301　長野県佐久市臼田1822 390-0852 長野県松本市島立1256-1

SER. D20S161548 D20S161550 D20S161551 D20S161552 D20S161553 D20S184988 DA1S036848 D20S161635 D20S161636 D20S161637 D20S161638 D20S161639 D20S161722 D20S161724 D20S161719 D20S161720 D20S161721 D20S161662 D20S161663 D20S161664 D20S161654 D20S194130 D20S184990 D33S194210 D33S194211
MS VER. 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

TSS-V/FCM-UG 20466082 20466090 20466108 20466116

入出力フル機能 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

土木ＣＡＤ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ＣＡＤ製図基準アシスト ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

土木計算 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

路線計算 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

路線図作成 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

縦断計算 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

縦断図作成 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

横断計算 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

横断図作成 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

展開図ｵﾌﾟｼｮﾝ(法面、舗装、擁壁) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ブロック積展開図 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

構造物数量計算表 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

中部森林管理局　南信森林管理署 5 中部森林管理局　木曽森林管理署 5 中部森林管理局　木曽森林管理署 南木曽支署 6 中部森林管理局　伊那谷総合治山事業所 5
396-0021 長野県伊那市伊那1499-1 399-5604 長野県木曽郡上松町正島町1-4 399-5301 長野県木曽郡南木曽町読書3650-2 〒395-0001  長野県飯田市座光寺5152-1

SER. D20S161655 D20S161657 D20S161658 D20S161659 D20S161660 D20S161650 D20S161651 D20S161652 D20S161653 D33S194214 D20S161642 D20S161643 D20S161644 D20S161645 D20S161646 D20S194400 D20S161665 D20S161666 D31S144075 D20S161694 D33S161497
MS VER. 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

TSS-V/FCM-UG 20466124 20466132 20466140

入出力フル機能 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

土木ＣＡＤ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ＣＡＤ製図基準アシスト ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

土木計算 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

路線計算 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

路線図作成 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

縦断計算 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

縦断図作成 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

横断計算 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

横断図作成 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

展開図ｵﾌﾟｼｮﾝ(法面、舗装、擁壁) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ブロック積展開図 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

構造物数量計算表 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

中部森林管理局　富山森林管理署 5 中部森林管理局　愛知森林管理事務所 5 中部森林管理局　飛騨森林管理署 8
939-8214 富山県富山市黒崎塚田割591-2 441-1331 愛知県新城市庭野字東萩野49-2 506-0031 岐阜県高山市西之一色町3丁目747番地の3

SER. D36S161689 D36S161691 D36S161692 D36S161693 D20S184991 D31S161621 D31S161622 D31S161623 D31S161624 D31S161625 D31S144074 D31S144076 D31S144077 D33S161496 D33S161498 D33S161499 D33S161500 D20S184989
MS VER. 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

TSS-V/FCM-UG 20466249 20466173 20466231

入出力フル機能 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

土木ＣＡＤ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ＣＡＤ製図基準アシスト ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

土木計算 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

路線計算 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

路線図作成 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

縦断計算 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

縦断図作成 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

横断計算 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

横断図作成 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

展開図ｵﾌﾟｼｮﾝ(法面、舗装、擁壁) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ブロック積展開図 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

構造物数量計算表 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

中部森林管理局　東濃森林管理署 11 中部森林管理局　岐阜森林管理署 7
508-0351 岐阜県中津川市付知町8577-4 509-3106 岐阜県下呂市小坂町大島1643-2

SER. D31S161556 D31S161560 D31S161561 D31S161563 D31S161564 D31S161515 D33S161516 D33S161517 D33S161518 D33S161514 D20S184992 D33S161489 D33S161491 D33S161492 D33S161493 D33S161494 D31S144080 D31S144080
MS VER. 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

TSS-V/FCM-UG 20466207 20466223

入出力フル機能 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

土木ＣＡＤ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ＣＡＤ製図基準アシスト ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

土木計算 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

路線計算 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

路線図作成 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

縦断計算 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

縦断図作成 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

横断計算 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

横断図作成 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

展開図ｵﾌﾟｼｮﾝ(法面、舗装、擁壁) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ブロック積展開図 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

構造物数量計算表 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

中部森林管理局　岐阜事務所 6 その他 3
500-8014 岐阜県岐阜市夕陽ケ丘2-6

SER. D31S144020 D31S144021 D31S144022 D31S144023 D31S143991 D31S144024 D33S194217 D33S194218 D33S194219
MS VER. 2016 2016 2016 2016 2016 2016

TSS-V/FCM-UG 20466215

入出力フル機能 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

土木ＣＡＤ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ＣＡＤ製図基準アシスト ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

土木計算 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

路線計算 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

路線図作成 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

縦断計算 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

縦断図作成 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

横断計算 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

横断図作成 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

展開図ｵﾌﾟｼｮﾝ(法面、舗装、擁壁) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ブロック積展開図 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

構造物数量計算表 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○



（別紙） 

暴力団排除に関する特約条項 

 

（属性要件に基づく契約解除）  

第１条  甲（発注者をいう。以下同じ。）は、乙（受注者をいう。以下同じ。）が次の各号の一

に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 

 （１） 法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法人で

ある場合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）の代表

者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。

以下同じ。）が、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年

法律第 77号）第 2条第 2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員（同

法第 2条第 6 号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であるとき 

 （２） 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を

加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき 

 （３） 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど

直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき 

 （４） 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどし

ているとき 

 （５） 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき 

（行為要件に基づく契約解除） 

第２条  甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何

らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 

 （１） 暴力的な要求行為 

 （２） 法的な責任を超えた不当な要求行為 

 （３） 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 

 （４） 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為 

 （５） その他前各号に準ずる行為 

（表明確約） 

第３条  乙は、第 1 条の各号及び第 2 条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将

来にわたっても該当しないことを確約する。 

  ２  乙は、前 2 条各号の一に該当する行為を行った者（以下「解除対象者」という。）を

再請負人等（再請負人（再請負が数次にわたるときは、全ての再請負人を含む。）、受

任者（再委任以降の全ての受任者を含む。）及び再請負人若しくは受任者が当該契約に

関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。）としないことを確

約する。（再請負契約等に関する契約解除） 

（再請負契約等に関する契約解除） 

第４条  乙は、契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再

請負人等との契約を解除し、又は再請負人等に対し当該解除対象者（再請負人等）との

契約を解除させるようにしなければならない。 



  ２  甲は、乙が再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負

人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負

人等との契約を解除せず、若しくは再請負人等に対し当該解除対象者（再請負人等）と

の契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。 

（損害賠償） 

第５条  甲は、第 1 条、第 2 条及び前条第 2 項の規定により本契約を解除した場合は、これに

より乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。 

  ２  乙は、甲が第 1 条、第 2 条及び前条第 2 項の規定により本契約を解除した場合におい

て、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。 

（不当介入に関する通報・報告） 

第６条  乙は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等

の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入（以下「不当介入」という。）

を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、

速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力

を行うものとする。 

 


